
 
 

 

令和元年度 第２回横浜市食肉市場食肉部市場取引委員会 

次 第 

 

日 時：令和元年 11 月７日（木）午後２時 00 分か ら  

会 場：横浜市中央卸売市場食肉市場 仲卸棟 ３階会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 事 

業務規程に係る品目拡大について(資料１) 

 

４ 報告 

   条例改正の進捗状況について(資料２) 

 

５ 閉 会 

 



 
食肉部市場取引委員会 

資料１ 

(案) 
卸売市場法改正における取扱品目の拡大について 

 
１ 趣旨 
  令和元年７月 30 日に開催された「令和元年度第１回横浜市食肉市場食肉部市場取 
引委員会」の答申を踏まえ、具体的な取扱品目の拡大の検討・決定を行う。 

 
２ 拡大をする具体的な品目 
 
   (現在の品目) 

肉類及びその加工品 
 
   
 
 
   (拡大品目(案)) 

・肉類及びその加工品 
・加工された食料品及び調味料 
・飲料(酒税法第２条第１項の酒類以外)※1,2 

    
   ※1 アルコール分一度以上の飲料 

※2当市場は、市民生活の食生活の基盤となる市場であり、「アルコール類」は取
扱品目として除外 

 
 

（裏面あり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
食肉部市場取引委員会 

資料１ 

(参考)取扱品目における現行の条例と施行規則について 
 
横浜市中央卸売市場業務条例 
(取扱品目) 
第 3条 市場の取扱品目は、市場及び取扱品目の部類ごとに次に掲げる物品とする。 
本場 
青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品 
水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品 
食肉市場 
食肉部 肉類及びその加工品 
 
 
 
横浜市中央卸売市場業務条例施行規則 
(取扱品目に係るその他の食料品) 
第 3条 条例第 3 条第 1項に規定する規則で定めるその他の食料品は、別表第 1 に掲げ
るとおりとする。 
 

 
 



卸売市場法改正を踏まえた業務規程の改正についての状況 

                                  (令和元年 10 月８日現在) 

 

卸売市場法改正を踏まえた業務規程について、部毎の特性に合わせて取引の自由度をできるだけ高

めつつ、公正・公平な取引の確保や市場の活性化につながるよう改正を行います。 

 

 

１ 業務規程の構成について 

業務規程に定める主な事項は以下のとおりです。 

 

事 項 規定のイメージ 資料中の記載箇所 

目 的 生鮮食料品等の取引の適正化等を図り、市民生活の安定に資する旨の規定 「2(1)‐1」 

定 義 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者等の基本的な役割等の規定 「2(1)‐2」 

責 務 開設者及び卸売業者その他取引関係者が公平公正な取引及び市場の活性

化に努める責務等の規定 

「2(1)‐3」 

開場期日等 市場の開場期日等、業務運営に係る規定 「2(1)‐4」 

業務許可 開設者が卸売業者、仲卸業者、関連事業者の業務許可等を行う旨の規定 「2(1)‐5、6」 

「2(2)‐1」 

取引規制 市場の適正かつ健全な運営を確保するための取引ルール等の規定 

（青果部、水産物部・鳥卵部、食肉部の市場取引委員会の答申に沿った改

正を行う。） 

「【参考】 

市場取引委員会 

審議事項関係 」 

品質管理 安全・品質管理体制の整備に努める等、物品の品質管理に関する規定 

施設使用 市場施設の使用に関する規定 「2(2)‐2、3」 

監 督 市場の適正な運営確保等のために必要な指導、検査、監督処分等に関する

規定 

「2(1)‐7」 

「2(2)‐4～5」 

その他 市と市場関係者との協議の場の設置、災害時における生鮮食料品の確保等

の規定 

「2(1)‐8」 

「2(2)‐6～12」 

 

 

２ 業務規程の主な変更内容等 

（１） 業務規程の主な変更内容（開設運営に関する事項） 

 

  事項 内容 理由 

１ 変更 目的 

 

・卸売市場法に基づき、横浜市中央卸売市場の運営等について定め、

その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引

の適正化と流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資すること

を目的とする。 

 

引き続き横浜市

が中央卸売市場を

開設・運営し、市

民への生鮮食料品

等の安定供給と市

場の活性化を推進

するため。 

 

 

 

 

  事項 内容 理由 

２ 新設  定義 

 

・卸売業者、仲卸業者、売買参加者等の定義を新設。 

＜卸売業者＞出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買

い受けて、仲卸業者等に対する卸売を行う者 

＜仲卸業者＞市場において卸売業者から卸売を受けた生鮮食料

品等を市場内の仲卸売場において販売する者 

＜売買参加者＞市場において取扱品目の部類に属する物品につ

いて、当該市場の卸売業者が行うせり売若しくは入札の方法又は

相対取引による卸売に参加できる者 

 

市場関係者

のそれぞれの

役割等を明確

にするため。 

３ 新設 市 長 及

び 市 場

関 係 者

の責務 

 

・市長、卸売業者、仲卸業者、関連事業者の責務を新設。 

＜市長の責務＞公平公正な市場取引の場の確保及び取引参加者

への指導監督等を行うとともに、災害時には生鮮食料品等の供給

拠点としての役割を担えるよう迅速に対応する。また、市内中小

企業や商店街との連携及び市場の特色を生かした賑わいづくり

の支援を通じて市場の活性化に努めなければならない。 

＜卸売業者の責務＞仲卸業者及び売買参加者等に対する公平公

正な取引機会を確保し、市場における公平公正な卸売業務の適正

かつ健全な運営、生鮮食料品等の集荷機能の強化及び品質管理の

徹底に努め、自らの創意工夫により、市場内取引の充実及び市場

の活性化に努めなければならない。 

＜仲卸業者の責務＞市場における仲卸業務の適正かつ健全な運

営、生鮮食料品等の公正かつ妥当な評価、品質管理の徹底、公正

明朗な取引の推進に努め、自らの創意工夫により、市場内取引の

充実及び市場の活性化に努めなければならない。 

＜関連事業者の責務＞市場における関連事業を適正かつ健全な

運営、商品等の品質管理及び市場関係者に対するサービスの向上

に努めなければならない。また、自らの創意工夫により、市場の

活性化に努めなければならない。 

市長や市場

関係者のそれ

ぞれの責務を

明確にするた

め。 

４ 変更 開 場 の

期日 

 

・本場について、実際は水曜日と日曜日が休業日であるが、条例

上水曜日は開場日であり、現状では別に水曜日を臨時休業日とし

て設定している。日曜日と年末年始に加え、水曜日を条例上の休

場日に変更する。 

・食肉市場については、土曜日を同様の理由により休場日に変更

する。 

週休二日で

あることを明

確にするため。 

５ 新設 卸 売 業

務 の 許

可 

 

・国が行っていた卸売業者の許可を開設者が行う。 

・純資産額等については市の基準を設ける。 

国が卸売業

者の許可を行

う規定が法律

から削除され

たため。 

 

食肉部市場取引委員会 

資料２-１ 



 

  事項 内容 理由 

６ 変更 関連事業

者の許可 

 

・関連事業者の許可は引き続き開設者が行う。 

・第一種（物販、貯蔵等）、第二種（飲食店、理

容店等） 

の区分を廃止する。 

・市場の取扱品目の販売を可能とする。 

 

取扱品目の拡大等により、

市場の利便性の向上や市場

活性化を図るため。 

７ 変更 改善措置

命令 

 

・市長は、取引参加者、関連事業者その他事業者

の財産に関し、改善措置を命ずることができる。 

・卸売業者については、財務基準等について、市

の基準を設ける。 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

８ 変更 附属機関 

 

・現在の「開設運営協議会」と部毎の「市場取引

委員会」の４つの附属機関の構成から、附属機関

としては開設運営協議会に統合し、市場取引委員

会は部会として再構成する。 

両附属機関を統合するこ

とで、幅広い総合的な議論を

できるようにするため。 

 

 

（２） 継続される業務規程の主な内容（開設運営に関する事項） 

 

  事項 内容 理由 

１ 継続 仲卸業者

の許可 

・仲卸業者の許可は引き続き開設者が行う。 

 

公正・公平な取引を担保す

る上で、仲卸業者は開設者が

認めた者が望ましいため。 

２ 継続 市場施設

の使用 

 

・市長から業務許可を受けた卸売業者、仲卸業

者、関連事業者が使用する市場施設の指定、売買

参加者その他の者に対する市場施設の使用許可

は引き続き市長が行う。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

３ 継続 使用料等 ・引き続き、市場使用料、施設使用料を徴収する。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

４ 継続 検査 ・市長は職員に、取引参加者、関連事業者、その

他事業者の財産の状況、施設の使用状況等に関し

検査させることができる。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

５ 継続 監督処分 ・市長は、取引参加者、関連事業者その他事業者

が条例等に違反した場合には過料、業務停止等の

処分をすることができる。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

６ 継続 卸売業務

の代行 

・卸売業者が卸売をできなくなった場合は、他の

卸売業者にさせるか、または自ら卸売の業務を行

う者とする。 

 

生鮮食料品等の安定供給

のため。 

 

 

 

  事項 内容 理由 

７ 継続 災害時における

生鮮食料品等の

確保 

・市長は災害時、生鮮食料品等を確保する

ため卸売業者、仲卸業者、関連事業者に対

し必要な指示をすることができる。 

 

生鮮食料品等の安定供給

のため。 

８ 継続 無許可営業の禁

止 

 

・卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は市

場内において許可を受けた業務を除き物

品の販売その他営業行為をしてはならな

い。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

９ 継続 市場への出入等

に対する指示 

 

・市場への出入、施設の使用、物品の運搬

等については市長の指示に従わなければ

ならない。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

10 継続 清潔の保持及び

環境改善の義務 

 

・取引参加者、その他の市場関係事業者は

市場の清潔の保持、騒音等の抑制等に努

めなければならない。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

11 継続 市場秩序の保持

等 

 

・市長は、市場の秩序の保持に必要がある

と認めるときは、入場制限等の措置をと

ることができる。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

12 継続 許可等の制限ま

たは条件 

 

・市長は、業務規定による許可、承認また

は指定には条件等を付することができ

る。 

 

市場の適正かつ健全な運

営を確保するため。 

 

  



【参考】 売買取引に係る業務規程 

（１） 市場取引委員会審議事項 

  事項 内容 理由 

１ 緩和 卸売の相手方の

制限 

 

・卸売業者の卸売の相手は、仲卸業者、売買参

加者、相対取引事業者とする。 

・災害の場合、委託物品を自己買受する場合、

他の卸売業者へ卸売する場合を除く。 

新たに卸売りの相手方と

して、相対取引事業者を設

け、規制を緩和するため。 

２ 新設 相対取引事業者 

 

・卸売業者から卸売を受けられる者として卸売

業者からの事前届出による「相対取引事業者」

を設ける。ただし、せりには参加できない。 

現行の第三者販売に代え、

卸売業者の取引先を明確に

するため。 

３ 継続 売買参加の承認 ・売買参加者の承認は引き続き開設者が行う。 

 

公正・公平な取引を担保す

る上で、売買参加者は開設者

が認めた者が望ましいため。  

４ 緩和 市場外にある物

品の卸売に関す

る報告 

・市場以外の場所にある取扱物品を卸売した場

合、市長に実績を報告しなければならない。 

 

市場外を経由する取扱物

品を把握するため。 

５ 緩和 仲卸業者の直荷

引き 

 

・仲卸業者は販売の委託を引き受けてはならな

い。 

・仲卸業者は、卸売業者から買い入れが困難な

ものを卸売業者以外のものから買い入れるこ

とができる。 

・ただし、市長に仕入・販売実績を報告しなけ

ればならない。 

公正・公平な取引を担保す

るため。 

６ 変更 売買取引の方法 

 

・１号(全量せり)、2号(一定割合をせり)、3号

(1、2号以外)物品の区分を、せりをする物品と

それ以外の 2区分とする。 

物品ごとのせり割合の自

由度を増すため。 

７ 継続 せり人 

 

・卸売業者からの申請により開設者が登録する

制度を維持する。 

公正・公平な取引を担保す

る上で、せり人は開設者が認

めた者が望ましいため。 

８ 緩和 取扱品目 

 

・飲料及び加工食料品全般を取り扱えるように

する。 

取扱品目拡大による市場

活性化のため。 

９ 緩和 卸売業者の卸売

の相手方として

の買受けの報告 

・卸売業者の自己買受、市場内の他の卸売業者

への卸売を行った場合は市長に実績を届けな

ければならない。 

市場法から規制が削除さ

れたことによる、規制削除。 

10 緩和 卸売業者及び仲

卸業者の市場外

での販売 

・卸売業者及び仲卸業者が市場外で取扱物品の

販売を行う場合は、市長に届け出るものとす

る。 

・市長は、市場外での販売が卸売等の業務の健

全な運営を阻害する恐れがあると認めるとき

は、是正を求めることができる。 

市場法から規制が削除さ

れたことにより、販売行為の

制限はできないが、届出によ

り状況を把握するため。 

11 継続 仕切り及び送金

等 

 

・卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、

特約がある場合を除き委託者に対して卸売を

した日の翌日までに支払わなければならない。 

出荷者に対する市場の決

済機能を担保するため。 

 

（２） その他（法定事項等） 

  事項 内容 理由 

１ 変更 売買取引の原則 

 

・市場における売買取引は、公正、透明、かつ

効率的でなければならない。 

基本方針に透明が加

えられている 

２ 変更 市長及び卸売業

者の差別的取扱

いの禁止等 

 

・市長、卸売業者は取引参加者に対し差別的な

取扱いをしてはならない。 

・卸売業者は、販売委託の申し込みがあった場

合には正当な理由がなければ引受けを拒んで

はならない。 

公正・公平な取引を担

保するため。 

３ 変更 受託契約約款 

 

・卸売業者が定める受託契約約款は公表しなけ

ればならない。 

公正・公平な取引を担

保するため。 

４ 継続 相対取引の承認

申請 

 

・せり物品について市長の承認により相対取引

することができる。 

残品等、特殊事情に対

応するため。 

５ 継続 食肉部卸売業者

の特例 

・卸売業者は、家畜を解体し、枝肉等として卸

売をすることの委託を受けることができる。 

市場の適正かつ健全

な運営を確保するため。 

６ 継続 売買取引の制限 

 

・せり売等において不正な行為・価格が認めら

れる場合等、市長は売買を差し止めることがで

きる。 

公正・公平な取引を担

保するため。 

７ 継続 衛生上有害な物

品の売買禁止等 

 

・衛生上有害な物品は市場において売買、売買

の目的をもって所持してはならず、市長は売買

の差し止め、撤去を命ずることができる。 

安全安心な食品流通

を担保するため。 

８ 変更 予定数量等の報

告・公表 

 

・卸売業者は卸売をした物品の数量及び金額、

卸売予定数量を市長に報告する。 

・卸売業者は市長に報告した内容を公表する。 

・市長は取引結果等を公表する。（新規） 

取引の実態を把握す

るため。公正・公平な取

引を担保するため。 

９ 新設 その他の取引条

件の公表 

 

・卸売業者は、出荷者、卸売先に対する交付金

の額を市長に届け出、公表しなければならな

い。 

市場法改正により、そ

の他の取引条件の公表

が義務化されたため。 

10 緩和 販売前における

受託物品の検収 

 

・卸売業者は、市場外にある物品の卸売をする

場合を除き、受託物品の数量、等級等について

検収を行わなければならない。 

公正・公平な取引を担

保するため。 

11 継続 品質管理 

 

・市場内において取引する者は、生鮮食料品の

品質管理に関する法令を遵守しなければなら

ない。 

安全・安心な生鮮食料

品の流通を担保するた

め。 

 



横浜市中央卸売市場 食肉市場 経営展望(概要版)(案) 

市場を取り巻く流通構造などの環境が大きく変化する中で、市民への安全・安心な食肉の流通拠点である
食肉市場の活性化を実現するため、本展望を策定します。 
本展望の実現にあたっては、市場法改正を契機ととらえ、生産者や購買者の皆様など、市場に関係する方々

のニーズにきめ細かく対応しながら、新たなサービス提供や積極的な情報発信を行うとともに、効率的で公
平・公正な市場運営を進めます。 
これにより、食肉需要の喚起や流通の増加を図り、もって市民に身近な地域経済の振興に貢献することを

目指していきます。 
【横浜市中央卸売市場食肉市場経営展望全体像】 

横浜市中央卸売市場あり方提言書 
(平成 20 年３月：横浜市中央卸売市場あり方検討委員会) 

【課題】

【基本戦略】 

戦略１：市場関係者との連携した取組の強化 
・改正卸売市場法に対応した経営活性化に向けた支援と効率化の推進
・新たな生産者・購買者・仲卸の誘致等の集荷対策  ・購買者のニーズに対応した施設内の新たな活用
・市場取扱ブランドの知名度向上 ・市場関係者の人材育成
・市場内関係者との連携強化

戦略２：高品質で安全・安心な食肉を供給 
・ＨＡＣＣＰ導入 ・食品安全等に関する情報発信
・品質管理向上に向けた人材育成 ・防疫対策

戦略３：食品流通の基幹的インフラとしての機能強化 
・市場機能強化の検討 ・安定稼働に向けたライフラインの整備
・防災及び危機対応能力の強化 ・計画的な修繕・改修等

戦略４：食肉の消費拡大に向けた積極的なプロモーション 
・小売店（地域の商店街、スーパー、大規模店舗）、飲食店、宿泊施設、観光施設との連携による
市場取扱いブランドの販促・ＰＲ

・ＰＲ館や地域で開催するイベント等での市場取扱ブランドの販促・ＰＲ
・ホームページ等を活用した食肉市場及び市場取扱いブランドの情報発信

【将来像】 

１.活発な取引が行われる市場 ２.流通構造や社会ニーズに対応する市場 ３.市内経済へ寄与する市場

集荷・販売の強化 消費の拡大 安定供給のための 
施設整備 一層の品質向上・衛生管理

市内の食肉流通の拠点とし
て、高品質・豊富な品ぞろえ
であり、仲卸や多くの買参人
が参加し、活気あるせりが連
日開催されている 

各種、横浜市の政策と連携した PR
を通じ、地域の小売店、飲食店、宿
泊施設、観光施設での取扱が増え、
市民に身近な市場として親しまれて
おり、市内経済の活性化に寄与して
いる。

環境に配慮した設備の修繕・改修
等、時代の変化やニーズに即した市
場の整備がされている。

01151054
テキストボックス
(場内調整中)(案)

01151054
テキストボックス
食肉部市場取引委員会資料２-２
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４.１ 横浜市中央卸売市場経営展望個別計画 

 (1) 【戦略１】市場関係者との連携した取組の強化  

当市場の付加価値を上げるためには、購買者に対する市場取扱ブランドの認知度向

上や仲卸施設の新たな活用等、購買者目線でのニーズに柔軟に対応していく必要があ

る。 

集荷・販売については、新規の生産者・購買者の開拓をするとともに、生産者・購

買者に対する、情報収集と発信を進めていく。 

これらの取組を行う際は、場内関係者との連携や人材育成が必要不可欠であり、市

場内部のコミュニケーションや人材育成の強化を図る必要がある。 

①業界として推進していく事項 

部門 行動計画 

 

食肉部 

市場の付加価値をつけ、取扱ブランド肉の知名度向上等を通し

て、集荷数の増加等を図る。 

 

②横浜市中央卸売市場食肉市場として推進していく事項 

● 卸売市場法改正に対応した経営活性化に向けた支援と効率化の推進 

卸売市場法の改正を踏まえ、公正公平な取引を確保し、取引の自由度をできるだ

け高めることで、市場運営の効率化や場内事業者への支援を行い、市場取引の活

性化と場内事業者の経営活性化につなげる。 

● 新たな生産者・購買者・仲卸の誘致等の集荷対策 

生産者・購買者・仲卸の新規誘致に取組み、集荷・販路の強化を図り、取引数量

及び金額の増加を目指す。 

それに併せ、産地と購買者間の情報収集・発信等の推進し、市場取引の活性化や

品質の信頼度の向上を図る。 

● 市場取扱ブランドの知名度向上 

長年培ったと畜技術や営業力を活かした高品質なブランドの再構築を実施し、

生産者及び購買者に積極的に選んでもらえる市場を目指す。 

● 市場内関係者との連携強化 

集荷対策や市場取扱ブランドの再構築を行うためには、市場関係者の各組織が

連携して取り組む必要がある。今後の集荷・販売、市場機能の強化、食肉の消費

拡大等を検討する場の創出や場内でのコミュニケーションを強化する。 

● 購買者のニーズに対応した施設内の新たな活用 

仲卸や売買参加者等の場内関係者のニーズを捉え、仲卸施設の柔軟な活用、要望

の高い冷蔵庫施設、空きスペースの活用等、施設内の新たな活用を検討する。 

● 市場関係者の人材育成 

市場全体の役割に応じた人材育成の推進を図る。 



 ③実施主体、スケジュール等 

  経営展望は市場関係者全体で取組む計画であり、実施主体は、開設者が中心とな

り、取組事項に応じて、卸売業者、と畜業者、販売者（仲卸業者含む）及び衛生検

査者等の場内関係者が連携して取り組んでいく。 

実施スケジュールは、取組事項に応じて、随時着手し場内関係者と連携して、継

続的に実施していく。 
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４.１ 横浜市中央卸売市場経営展望個別計画 

 (2) 【戦略 2】高品質で安全・安心な食肉を供給 

 市民へ安全・安心な食肉を供給するため、これまで BSE や放射性物質検査等の法

規制等に対応してきた。今後も衛生管理に関する法規制や消費者ニーズに迅速に対

応していくとともに、公設市場ならではの安全対策を市場全体として取り組んでい

く。 

①業界として推進していく事項 

部門 行動計画 

 

食肉部 

○改正食品衛生法（HACCP制度化）に基づき衛生管理をしていく。 

○搬入業者等の車両消毒洗浄を徹底する 

 

②横浜市中央卸売市場食肉市場として推進していく事項 

● HACCP導入 

国における HACCP 義務化を見据え、解体ラインをはじめとした市場全体への

HACCP導入の支援及び推進を行い、品質管理水準の高度化を図る。 

● 食品安全等に関する情報発信 

本市場が取り扱う食品の安全・安心に関する取り組みや実績等を、取引関係者や

市民等に向けて積極的に情報発信を行う。 

● 品質管理に向けた人材育成 

最新の品質管理関連法制度及び社会的要請等を踏まえた必要施策に関する理解

醸成や、新たな流行性疾患等に対応するため、市場関係者に対して講習会の開催

や情報提供等を行う。 

● 防疫対策 

新たな流行性疾患等を念頭に置いた防疫対策として、本市場へ出入りする際の、

効果的な消毒洗浄法の検討や、入退場管理及び場内搬入ルートの見直しなど、新

たな対策を推進する。 

 

 ③実施主体、スケジュール等 

 経営展望は市場関係者全体で取組む計画であり、実施主体は、開設者が中心とな

り、取組事項に応じて、卸売業者、と畜業者、販売者（仲卸業者含む）及び衛生検

査者等の場内関係者が連携して取り組んでいく。 

実施スケジュールは、取組事項に応じて、随時着手し場内関係者と連携して、継

続的に実施していく。 
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４.１ 横浜市中央卸売市場経営展望個別計画 

 (3) 【戦略 3】食品流通の基幹的インフラとしての機能強化 

横浜市中央卸売市場食肉市場は公設公営の市場として、横浜市における食品等の流通

における基幹的インフラとして、食品等の円滑かつ安定的な流通を確保する観点から貢

献してきた。  

しかしながら、少子高齢化や消費者ニーズの多様化、食品等流通の急速な情報化や国

際化、台風・地震・疫病等の災害など大きな変化が見られるとともに、施設の老朽化や

取扱金額の減少に伴い財政状況が厳しい中、卸売市場としては、出荷者や取引先などと

の連携強化や品質管理の高度化、災害時対応機能の強化などニーズに応じた機能強化に

向け推進していく。 

 

①業界として推進していく事項 

部門 行動計画 

食肉部 

○と畜業者や卸売業者等市場関係者のニーズを把握するととも

に、最新技術の動向に注視しつつ市場の機能強化に努める。 

○市場全体で BCPを策定するとともに、開設者と市場関係者との

連携による市場全体の災害対応力を向上させる。 

○老朽化した施設・設備に優先順位を定め計画的に改修する。 

 

②横浜市中央卸売市場食肉市場として推進していく事項 

● 市場機能強化の検討 

卸売市場における出荷者や取引先のニーズに対応するため、HACCP システムに基

づく衛生施設等の品質管理の高度化に資する改修を推進する。 

また、市場活性化に向け利用しやすい市場を目指し、要望の高い冷蔵施設や空き

スペースの活用、場内車両動線の再構築などの検討を進める。 

さらに、本市場の中長期的かつ安定的に運営していくため、人材の確保を推進す

るとともに、社会変化に効率的かつ効果的に対応していくため、AI や IoT 技術等

の導入・活用について検討する。 

● 防災及び危機対応能力の強化 

台風・地震・疫病等の災害発生時においても、食料品等の安定的な供給拠点とし

ての機能を継続するため、横浜市 BCP を踏まえた食肉市場 BCP を市場関係者とと

もに策定する。また、食肉市場 BCP を効果的に活用していくため市場全体で大規

模災害等を想定した訓練を定期的に行い、役割分担の明確化や訓練を踏まえた BCP

の継続的な見直しを実施し、市場全体の災害対応力の向上を推進する。 

 



● 安定稼働に向けたライフラインの整備 

平成 30年に発生した北海道胆振東部地震や関西方面での台風第 21号では電気・

ガス・水道が遮断され、食肉市場においても冷蔵庫が停止するなどの甚大な被害が

発生した。同様の災害が発生した場合、当市場の運営にも重大な支障をきたすと想

定され、被災しても業務を継続するためには、ライフラインの重要性が再認識され

た。 

そこで、老朽化した受電設備や監視装置設備、受水設備の更新に合わせ、効率的

で災害に強い仕様を検討するとともに被災時の電力供給体制について検討を推進

する。 

● 計画的な修繕・改修など 

老朽化した施設・機器の更新には多額の費用と期間を要することから、更新の必

要性に応じて優先順位を定めながら、財政支出が平準化するよう計画的に実施し

ていく。 

また、施設の適正化・効率化及び有効活用による収益の確保に向け、市場関係者

と意見交換しながら対応策を検討していく。 

 

 

 ③実施主体、スケジュール等 

 経営展望は市場関係者全体で取組む計画であり、実施主体は、開設者が中心とな

り、取組事項に応じて、卸売業者、と畜業者、販売者（仲卸業者含む）及び衛生検

査者等の場内関係者が連携して取り組んでいく。 

実施スケジュールは、取組事項に応じて、随時着手し場内関係者と連携して、継

続的に実施していく。 
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４.１ 横浜市中央卸売市場経営展望個別計画 

 (4) 【戦略 4】食肉の消費拡大に向けた積極的なプロモーション  

当市場の取扱ブランド及び消費者への当市場の認知度の向上を目的に、消費者が必

要とする情報を積極的、効果的に発信し、また、観光客を含め消費者に対する販売戦

略を実施していく。 

① 業界として推進していく事項 

部門 行動計画 

 

食肉部 

○市場活性化に資するプロモーションを展開し、市場取扱いブラ

ンドの消費拡大を図る。 

 

②横浜市中央卸売市場食肉市場として推進していく事項 

● 小売店等、民間事業者(地域の商店街、スーパー、大規模店舗)、飲食店、宿泊施

設、観光施設との連携による市場取扱ブランドの販売促進・PR 

小売店との市場取扱ブランドの販売促進イベントの開催や、飲食店・宿泊施設・

観光施設と連携したイベントを打ち出し、市場取扱ブランドの認知度向上や販

売促進の機会を創出する。市場取扱ブランド取扱店を PRするとともに、その数

を増やしていくことで、地域に貢献していく。 

● PR館や地域で開催するイベント等での市場取扱ブランドの販売促進・PR 

PR 館を活用した定期的試食イベントの開催、また、地域のイベントで試食等を

行い、消費者に対し、市場取扱ブランドの認知度向上や販売促進の機会を創出す

るなど、市場取扱ブランド取扱店を PRし、その数を増やしていくことで、食肉

の消費を促進していく。 

● ホームページ等を活用した食肉市場及び市場取扱いブランドの情報発信 

ホームページ等を利用して、市民の生活に取り入れやすい食肉を使ったレシピ

の掲載や、市民のニーズにあった食肉に関する情報提供の拡充を行う。 

また、市民が利用しやすいような情報を収集し、魅力ある情報発信を行い、食

肉市場及び市場取扱いブランドの PRを推進する。 

 

 

 ③実施主体、スケジュール等 

 経営展望は市場関係者全体で取組む計画であり、実施主体は、開設者が中心とな

り、取組事項に応じて、卸売業者、と畜業者、販売者（仲卸業者含む）及び衛生検

査者等の場内関係者が連携して取り組んでいく。 

実施スケジュールは、取組事項に応じて、随時着手し場内関係者と連携して、継

続的に実施していく。 
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